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第３６回 農業資材審議会農薬分科会 

 

日時：令和５年５月１８日（木） 

場所：農林水産省消費・安全局第１会議室 

   （対面・ＷＥＢ会議形式併用による開催） 

時間：１３：３０～１５：２５ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

（１）農薬登録及び再評価におけるデータ要求の考え方について 

（２）農薬取締法第３９条第１項の規定に基づく農業資材審議会農薬分科会で

の意見の聴取について 

   ・キノフメリンを有効成分として含む農薬（新規） 

   ・発芽スイートルーピン抽出たんぱく質を有効成分として含む農薬（新

規） 

（３）農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に係る農業資材審議会農薬分科会

の意見について 

   ・メトブロムロンを有効成分として含む農薬（新規） 

（４）公表文献の収集、選択等のためのガイドラインについて 

（５）その他 

３．閉  会 
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午後１時３０分 開会 

○楠川室長 では、皆様おそろいのようですので、ただいまから第36回農業資材審議会農

薬分科会を開催させていただきます。 

 本日は暑いので、この部屋はエアコンも入っておりますけれども、換気を取るために少

し窓も開けたりしております。農水省の中もマスクの着用は個人に任せるということにな

っており、皆様よろしければ外していただいても結構ですので、そのような形で進めさせ

ていただければと存じます。 

 では、委員の皆様におかれましては大変お忙しい中本日御出席いただきまして、ありが

とうございます。事務局を務めます農薬対策室の楠川でございます。分科会長に議事をお

願いするまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の分科会は会議室とウェブ会議形式の併用開催といたします。また、公開で開催す

るということで、傍聴の方々にも参加いただいております。また、ウェブ会議形式で御出

席いただいている委員の皆様におかれましては、差し支えなければカメラを常時オンにし

ていただければと思います。 

 発言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の挙手のアイコンを押していただき

まして、順にお願いしたいと存じますが、急を要する場合など必要がありましたら、座長

からの合図を待たず御自身でミュートを外して御発言いただいても構いません。 

 また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら当該チ

ャットボックスより御連絡いただけますと幸いです。万が一回線トラブル等ございました

ら、委員の皆様には事務局の緊急連絡先をお伝えしておりますので、そちらまで御連絡い

ただければと思います。 

 さて、本年４月、農業資材審議会農薬分科会委員の先生方で一部に改選があった方がい

らっしゃいます。今回は改選後初めての分科会となりますので、まずは改選がありました

委員のお名前を事務局から御紹介させていただき、後ほど本日御参加いただいております

先生方皆様の御紹介をいたしたく存じます。 

 お手元に資料２、農業資材審議会農薬分科会委員名簿を配付させていただきましたので、

そちらも御覧ください。 

 まず、引き続き委員として御参加いただきます先生は、有江委員、梅田委員、浦郷委員、

五箇委員、小西委員、櫻井委員、夏目委員、平沢委員、本田委員、美谷島委員、與語委員

でございます。今回の改選で赤松委員、代田委員が御勇退され、新たに委員として水口委
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員に御参加いただくこととなりました。 

 引き続き臨時委員として御参加いただきます先生は、天野委員、小浦委員、三浦委員、

山本委員でございます。今回の改選で大森委員、坂委員、住田委員が御勇退され、栗原委

員、上島委員、増村委員に御参加いただくこととなりました。上島委員及び増村委員にお

かれましては、これまでは専門委員として農薬分科会の下に設置されています部会の審議

に御参加いただいておりました。 

 続きまして、部会の御審議に御参画いただく専門委員にも改選がございましたので、お

名前を御紹介いたします。桒形委員に新たに専門委員として御就任いただきました。 

 御勇退の先生方におかれましては、これまでの御尽力と御指導に事務局を代表して感謝

申し上げたいと存じます。また、新たに御就任いただいた先生方におかれましては、お力

添えを頂きますよう何とぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日参加いただいております委員の先生方を御紹介いたします。 

 有江委員でございます。 

○有江委員 よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 梅田委員は本日10分ほど遅れるというふうに伺っております。 

 五箇委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 小西委員でございます。 

○小西委員 小西と申します。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 櫻井委員でございます。 

○櫻井委員 櫻井です。よろしくお願いします。 

○楠川室長 夏目委員でございます。 

○夏目委員 夏目です。よろしくお願いします。 

○楠川室長 平沢委員でございます。 

○平沢委員 平沢です。よろしくお願いします。 

○楠川室長 本田委員でございます。 

○本田委員 本田です。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 水口委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 美谷島委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 與語委員でございます。 

○與語委員 與語です。よろしくお願いします。 
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○楠川室長 天野委員でございます。 

○天野委員 天野です。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 上島委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 栗原委員でございます。 

○栗原委員 栗原でございます。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 小浦委員でございます。 

○小浦委員 小浦でございます。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 増村委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 三浦委員でございます。ウェブでの御参加です。 

 山本委員でございます。 

○山本委員 山本と申します。よろしくお願いいたします。 

○楠川室長 本日は委員の方10名、後ほど梅田委員が来られれば11名、更に臨時委員の方

７名に御出席いただいております。浦郷委員におかれましては、本日御欠席となっており

ます。また、専門参考人といたしまして、秋森参考人にウェブで御出席いただいておりま

す。 

 さて、本分科会は農業資材審議会令第７条第１項で委員と臨時委員の過半数の御出席で

会議が成立すると規定されています。本日は委員と臨時委員を合わせて19名のところ、現

時点で17名の方に御出席を頂いておりますので、本分科会は成立しておりますことを御報

告申し上げます。 

 さて、本日は委員改選後初めての分科会でございますので、ここで事務局を代表いたし

まして、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長の石岡より御挨拶を申し上げたいと存

じます。 

○石岡農産安全管理課長 皆さん、こんにちは。農産安全管理課長の石岡と申します。 

 委員の先生方におかれましては、本日はお忙しい中御出席いただきまして誠にありがと

うございます。また、日頃から農薬行政につきまして御意見、御指導を頂いておりますこ

とをこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。 

 ただいま紹介がありましたとおり、４月に改選がございました。新任の方あるいは再任

の方も含めまして、御快諾いただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、改めて申し上げるまでもないのですけれども、農薬は食料生産の上で大変重要な

生産資材でございますけれども、農作物を通じまして、人の健康に悪影響を与えたりある
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いは環境へ悪影響を与えるといったこともないように十分にやっていかなければならない

というものでございます。そうした意味で、科学的知見に基づいてリスク評価をしていく

ということが極めて重要になっているところでございます。 

 こうした中で、御存知のとおり農薬の安全性を一層向上させるということで平成30年に

農薬取締法が改正されまして、現在、最新の科学的知見に基づいて再評価の手続を進めて

いるところでございます。正にこの農業資材審議会農薬分科会の場におきましても、個々

の農薬について専門的なお立場から委員の皆様に十分に御審議いただくことが一層重要に

なってきているというふうに感じているところでございます。 

 また、農薬の安全性について科学的知見に基づいてしっかりやっていくということを柱

としながら、様々な社会的な要請、課題を解決するために消費者の方々、農業者の方々、

様々な方々からの御意見を伺いながら農薬行政を進めているところでございます。 

 本日は新規登録申請のございました成分について、農林水産大臣からの諮問の内容の御

報告と、あと農薬分科会に属する各部会の審議が終了しました成分の農薬登録について御

意見を伺うことにしているところでございます。また、農薬の再評価におきましては、最

新の科学的知見に基づいて安全性を御審議いただくことにしておりまして、農薬登録の際

に要求しております試験成績だけでなくて、公表文献から得られる情報も活用していると

ころでございます。これまでに当省が行ってきました公表文献の確認の経験がかなり蓄積

されてきましたことから、本日は令和３年９月に御決定いただきました公表文献の収集、

選択等のためのガイドライン、これの見直しについても御議論いただきたいと思っている

ところでございます。 

 今後とも委員の先生方から様々な御意見を頂きまして、農薬行政を適正に進めてまいり

たいと思っておりますので、本日の御議論もどうぞよろしくお願いいたします。 

○楠川室長 では、議事に入ります前に本日の配付資料について御確認いただきたいと思

います。 

 資料１が議事次第でございます。資料２として農業資材審議会農薬分科会委員名簿、資

料３は農薬の登録申請において提出すべき資料についてということで分厚い資料になって

おります。資料４－１及び４－２が農薬の登録等に係る農林水産大臣からの諮問及びその

内容を説明したものでございます。資料５が農薬の新規登録に係る意見の聴取に関する資

料ですね。５－１から５－４まで資料が添付されております。資料６が「公表文献の収集、

選択等のためのガイドライン」の見直しについてとなっております。 
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 参考資料１が農薬取締法でございまして、参考資料２から４までは農業資材審議会令そ

の他、農業資材審議会の運営に関する資料となってございます。参考資料５が農薬の登録

に関する主な通知ということで、これは一覧にしたものでございます。いずれもウェブで

公開しておりますので、URLも一緒に付す形で一覧とさせていただいております。参考資

料６として、本日見直しについて御議論を頂く再評価における公表文献の提出についてで

す。現行のガイドライン及び通知を添付しております。 

 では、当分科会の会長は本委員の互選により選任することとされておりまして、夏目委

員に御就任いただいておりますので、まずはその旨御報告させていただきます。 

 また、農業資材審議会令第５条第５項の規定により、「分科会長に事故があるときは、

当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理

する」こととされております。本件に関して、事前に夏目分科会長より櫻井委員を代理と

して御指名いただいており、櫻井委員から御了解いただいておりますことを併せて御報告

いたします。 

 それでは、これからの議事進行は夏目分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○夏目分科会長 ありがとうございました。 

 本日は皆様御多用のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。分科会長の

夏目でございます。私は2019年からこの分科会に委員として参加しておりまして、多分１

回か２回オフラインで対面で会議を行って、その後ずっとウェブ会議になってしまったの

かなというふうに思っています。昨年の３月に大学は退職しまして、今は名簿にあるよう

な肩書になっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 このたびは農薬分科会を会議室とオンラインによる併用で開催いたします。進行中にシ

ステム上のトラブルが発生する可能性がございますが、そのような場合には事務局に対応

していただきますので、あらかじめ御了承くださいますようよろしくお願いいたします。 

 まず、議事に入ります前に農薬原体部会、農薬使用者安全評価部会、農薬蜜蜂影響評価

部会、生物農薬評価部会の４部会に所属する委員、臨時委員、専門委員につきまして御紹

介したいと思います。 

 各部会に所属する委員、臨時委員、専門委員につきましては、農業資材審議会令第６条

第２項の規定により分科会長が指名することとされております。 

 資料２を御覧ください。 
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 １、２ページ目が先ほど事務局から紹介のありました農薬分科会委員名簿です。 

 ３ページ目が農薬原体部会委員名簿でございます。今回の改選で赤松委員が御勇退され、

新たに水口委員、桒形専門委員に審議に携わっていただきます。また、先ほど御紹介した

とおり増村委員には専門委員から臨時委員として御参加していただきます。 

 次に、４ページの農薬使用者安全評価部会委員名簿でございます。今回の改選では、上

島委員には専門委員から臨時委員として審議に携わっていただきます。 

 ５ページの農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿でございます。今回の改選で新たに山本臨時

委員に審議に携わっていただきます。 

 最後に６ページの生物農薬評価部会委員名簿でございます。今回の改選で新たに山本臨

時委員に審議に携わっていただきます。 

 お目通しいただけましたでしょうか。 

 特に御異議がないようでしたら、このようなメンバーを指名させていただきたいと思い

ます。よろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、議事に移りたいと存じます。 

 本日は資料１の議事次第にございますように、農薬登録及び再評価におけるデータ要求

の考え方について、農薬取締法第39条第１項の規定に基づく農業資材審議会農薬分科会で

の意見の聴取について、三つ目としまして農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に係る農

業資材審議会農薬分科会の意見について、それから、４番目は公表文献の収集、選択等の

ためのガイドラインについてお諮りいたします。限られた時間内ではございますが、活発

な意見交換をお願いいたします。 

 それでは、最初の議題であります農薬登録及び再評価におけるデータ要求の考え方につ

いてです。事務局より説明をお願いいたします。 

○髙橋課長補佐 農薬対策室の髙橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら資料３に沿って御説明いたします。こちらは農薬の登録申請において提

出すべき資料についてというものでございます。 

 ここの第１にございますとおり、まず農薬取締法において申請に当たって資料を出さな

ければならないということが規定されてございます。そして、農薬取締法の施行規則の方

で大体こういった分野、大項目で提出するということを示してございまして、こちらの通

知でそれぞれの細かい規定をしているという構成になってございます。 
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 そうしましたら、早速こちらの農薬分科会で関連の深そうな部分をかいつまんで御説明

したいと思います。 

 まず、１でございます。農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績ということで、原体

の評価に用いるものとして（１）の①から⑥に示すようなデータを求めております。 

 続きまして、２でございます。こちらは有効成分に関するものと製剤に関するものに分

かれておりまして、主にこちらでは（１）の有効成分の評価に用いる試験成績として、①

から次のページの⑭まで農薬成分の基本的な性質を押さえるようなデータを求めてござい

ます。 

 それから、３、４が薬効、薬害に関するもの、そして、５が人に対する影響に関するも

ので、こちらは有効成分に関するものの①と、製剤に関するものの②に分けてございます。

有効成分の方は急性毒性ですとか皮膚感作性、それから、中長期の反復投与試験、発がん

性試験、生殖発生毒性といったものを示してございます。 

 それから、６、７が農作物や畜産物の残留に関するもの、それから、８が環境中動態、

土壌残留や水中の動態に関するもの、４ページ目でございますけれども、９が生活環境動

植物及び家畜ということで、（１）が環境省の評価に用いるもの、また、（２）が家畜と

なっていますけれども、ここでは主にミツバチに関するデータを求めてございます。その

ほか分析法に関するようなものを示してございます。 

 少しページは飛びまして、７ページ以降、それぞれの試験を必須で出すのかケース・バ

イ・ケースで出すのかというようなことを示した表になってございます。かいつまんで御

説明しますと、たとえば８ページ目の表２でございますけれども、⑪とか⑫は△になって

ございます。加水分解性ですとか水中光分解性に関するものですけれども、こちらは条件

付要件ということで、たとえば水中動態試験の結果で半減期ですとか加水分解に関する知

見が得られる場合には、こちらは単独でデータを提出する必要はないというようなことを

示してございます。各分野そういった形で○、△で、どういった場合に要る、要らないと

いうことを示した構造になってございます。ずっと30ページまで同じような細かい表が続

いてございます。 

 それから、今回割愛してございますけれども、30ページより後ろにそれぞれの試験のテ

ストガイドラインを示してございまして、都合200ページぐらいの通知になってございま

す。ウェブの方に掲載しておりますので、何かありましたら参照していただければと思い

ます。 
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 事務局からは以上でございます。 

○夏目分科会長 ありがとうございました。 

 今般委員の改選がありましたことから、現行の試験要求通知の全体像について改めて事

務局より御説明がありましたが、何か御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

今日はウェブ参加の委員もおられますので、対面で参加されている委員の先生で御発言が

ある場合は、まずお名前を頂いてからお願いいたします。いかがでしょうか。 

○與語委員 一つだけよろしいですか。與語ですけれども。 

○夏目分科会長 お願いします。 

○與語委員 ６ページの「農作物の区分」なのですけれども、この「生産量が特に多い農

作物」だとか「生産量が多い農作物」というリストは今後見直し等も予定されているので

しょうか。 

○髙橋課長補佐 たとえば「生産量が多い農作物」ですとか、「特に多い」ということで

薬効薬害試験ですとか作物残留試験の必要な例数が変わってきます。したがって、余り頻

繁に見直してしまうとデータ要求の数が変わってきてしまうので、特に大きく変わったも

のがあれば適時、時期を見ながら改正するということになるかと思います。 

○與語委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにどなたか御意見、御質問いかがでしょうか。 

 それでは、特にございませんようでしたら、本件については以上でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 次は議題２の農薬取締法第39条第１項の規定に基づく農業資材審議会農薬分科会での意

見の聴取についてに入ります。農林水産大臣から諮問があったときに、その内容を事務局

から分科会に報告することとしておりますので、事務局より報告をお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 農薬審査官の西岡でございます。 

 資料に沿って御説明いたします。 

 まず、資料４－１でございますが、こちらが農業資材審議会に意見の聴取を行った文書

となっております。５月12日付けで１枚目のキノフメリン、２枚目の発芽スイートルーピ

ン抽出たんぱく質について諮問をさせていただいております。 

 続きまして、資料４－２でございますが、こちらに先ほどお示しした２剤の概要等をお

示ししております。別添を御覧ください。 

 まず、キノフメリンでございますが、令和４年12月に申請を受けた剤でございます。構
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造式はこちらに示したような形をしておりまして、殺菌剤でございます。申請は別紙１に

付けていますけれども、３剤受けておりまして、使われる作物は稲、野菜類や果樹類に含

まれる作物、茶等幅広い申請を受けております。本剤は新しい剤でございまして、海外、

国内ともに評価は初めてとなる剤でございます。 

 続きまして、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質でございます。こちらは令和２年３

月に申請を受けた剤でございまして、スイートルーピンといいます食用の豆について、発

芽をさせた後、たんぱく質を抽出し、その成分が有効成分とされている剤でございます。

このたんぱく質は殺菌作用がございまして、野菜類の殺菌剤として申請を受けております。

海外におきましては、米国、欧州とも登録がございまして、現状米国、欧州とも基準設定

不要ですが、米国では基準を設定するよう再検討が行われている状況と聞いております。

国内に関しましては、令和２年に申請を受けた剤でございましたので、既に各府省におけ

る評価依頼をしておりまして、食品安全委員会につきましては評価中、環境省につきまし

ては水域の環境動植物に関しましては基準が設定されております。厚生労働省、環境省の

水質汚濁に関しましては、食品安全委員会の評価後、評価を行うという予定となっており

ます。 

 １枚目に戻っていただきまして、２剤のうちキノフメリンに関しましては、農薬原体部

会、使用者安全評価部会、蜜蜂影響評価部会、３部会で今後審議を行う予定としておりま

す。発芽スイートルーピンに関しましては、令和２年３月の申請でして、平成30年に農薬

取締法を改正して、使用者やミツバチに関しましてはリスク評価の枠組を入れたのですが、

それが施行されるのが令和２年４月ということで、それ以前の申請ということで、従前の

形で使用者、ミツバチについては評価を行う予定としておりまして、部会としては農薬原

体部会でのみの審議を予定しております。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○夏目分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、この件について何か御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。 

○與語委員 與語ですけれども、よろしいでしょうか。 

○夏目分科会長 お願いします。 

○與語委員 二つ質問があって、一つはこの構造式について、これはアミノ酸が多分160

個ぐらい並んでいると思うのですけれども、この配列はこのとおりじゃなければならない

のかなとちょっと疑問に思ったので、その配列に関して何かプラスの情報があればという
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ことと、これの基になる遺伝子に関しては特にこの農薬としては規定要因にならないのか

ということが一つ目の質問です。 

○西岡農薬審査官 事務局より御回答いたします。 

 まず、アミノ酸に関してなのですけれども、農薬原体部会で評価をして規格を定めるこ

とからたんぱく質を特定する必要がありますので、アミノ酸については特定して、それで

しか駄目になると思います。コードされている遺伝子に関しましては、アミノ酸が変わら

ないコードであれば許されるのだと思っております。 

○與語委員 それで、もう一つの質問は先ほど説明の中で米国が登録ありですけれども、

基準設定の検討中ということですけれども、もう少し詳しい情報があれば教えていただき

たいと思います。 

○西岡農薬審査官 分かりました。では、米国と欧州の評価の状況を御説明したいと思い

ます。 

 本剤はルーピン豆からの抽出物ということで、普通の毒性試験に基づく安全性は特に問

題ないとされておりますが、ルーピン豆に関しましてはアレルゲンであるという情報がご

ざいまして、欧州ではアレルゲンとしての食品表示をする義務があるような物質でござい

ます。本剤に関しましては、この有効成分及び原料とするルーピン豆の品種、アルバス種

だと思いますけれども、それに関して積極的にアレルゲンとする情報はないような状況で

はございますが、同じくルーピン豆で別の種にアレルゲンとなっているような種がござい

まして、そのアレルゲンとアミノ酸の配列が80％程度相同性があるというような情報もあ

るので、アレルギー物質である、アレルゲンであるという可能性について否定はできない

という取扱いになっています。 

 ただ、欧州は残留試験の結果から植物体上で速やかに分解をして、大体18時間ぐらいに

は定量限界未満となる知見もあるので、実用上問題はないということで登録し、基準値の

設定も不要となっています。米国においても当初は残留試験の結果等から暴露、それと毒

性の影響評価、アレルギーも含めてなのですけれども、無視できるであろうということで

基準値設定不要で登録をされている。このように、EPAでは登録したのですけれども、FDA、

食品医薬品局からアレルギーについて十分評価を行うべきだということで、現在再検討が

行われている状況でございます。 

 ピーナッツのアレルギー患者等との交差性もあるというようなこともあるので、そうい

った患者の血清のIgE抗体を使ったイムノアッセイも行われ、そこでは陰性の結果が得ら



 - 12 -

れてはいるらしいです。ただ、サンプルを提供した患者の罹患歴とか、血清中のアレルゲ

ンに反応するIgE抗体の単位量が少ないといったことから、サンプル提供者の患者がごく

軽度のアレルギー症の方又はパッチ検査がフォルスポジティブであったような患者がある

程度含まれている可能性があるということで、本結果だけをもって本剤がアレルゲンでな

いとすることまでは決定できないということで、EPAでは作物残留試験に基づく定量限界

を基準値とする提案がなされているところです。それが2010年に提案がなされておりまし

て、現在のところまだ最終決定には至っていないというような状況でございます。 

 以上です。 

○與語委員 ありがとうございました。 

○夏目分科会長 よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○小西委員 よろしいでしょうか。 

○夏目分科会長 小西委員、お願いします。 

○小西委員 今の抽出たんぱく質につきまして一つ教えていただきたいのですが、もう既

に海外でこれは登録があるということですけれども、抽出されているたんぱく質ですので、

大体何％ぐらいの純度なのでしょうか。 

○西岡農薬審査官 こちらは豆を発芽させた後に水で抽出するのですけれども、濃度的に

は大体20％程度の濃度の溶液を農薬として利用するというものになります。 

○小西委員 水の中に成分が20％溶けているということですよね。 

○西岡農薬審査官 そういうことになります。 

○小西委員 ほかのものも溶けている可能性はあるということでしょうか。 

○西岡農薬審査官 そういう意味でいうと、発芽の段階で分解したたんぱく質ですとか糖

成分ですとか、そういったものも完全には除去できないので、入っている状況ではあると

思います。 

○小西委員 では、この抽出という言葉は水で抽出したものであると、そういう意味合い

で、そこから精製するという過程はされていないということですか。 

○西岡農薬審査官 そういった意味では水で抽出をしてろ過だけはしているので、残渣等

は取り除かれている状態でありますが、水に溶けている成分についてきれいに精製をする

といった過程までは踏んでいなかったかと思います。 

○小西委員 分かりました。ありがとうございます。 
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○夏目分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

○上島委員 上島でございますが、聞こえますでしょうか。 

○夏目分科会長 はい。よろしくお願いします。 

○上島委員 先ほどアレルゲンになり得るかもしれないというお話がありましたけれども、

仮にそういうアレルゲンだとした場合に使用者安全の観点から、この審議というか、検討

の仕方についてどうなるか教えていただきたいと思います。この物質に限らず、たとえば

必要な防護措置の使用を前提として登録するのかとか、あるいは登録した上で防護措置を

きちんと指示するのかとか、私がこの委員に今回から就任させていただきましたので、少

し基本的な質問になりますけれども、考え方を教えていただければと思います。よろしく

お願いします。 

○西岡農薬審査官 アレルギーの関連で従前のやり方でどういう評価がなされるかになる

かと思いますが、まず本剤を用いた感作性に関しましては陰性の結果が得られていますの

で、ごく通常の場合には問題になることはないと考えています。ただ、アレルギーの関係

はございまして、先ほど御説明したとおりの海外の評価状況ですので、あとは食品安全委

員会でも現在評価中で、食品安全委員会の評価を行う場合は海外の評価状況等も考慮しな

がら検討が行われると思っておりますので、何らかの見解が得られるようなこともあると

考えております。 

 使用者の方の評価は従前のやり方でございますけれども、独立行政法人農林水産消費安

全技術センター（FAMIC）におきまして審査を行うのですが、その際には食品安全委員会

等の評価結果等も踏まえて専門家の意見も伺いながら審査をしております。ですので、も

しアレルギー等に関しまして、使用者の安全の確保のために何らかの措置が必要というこ

とであれば、何か防護措置等といったことも検討することになるかと思っております。 

 以上でございます。 

○上島委員 分かりました。ありがとうございました。 

○夏目分科会長 そのほかいかがでしょうか。大丈夫ですか。 

 それでは、ほかに特にないようですので、資料４－２の最初に示してありますようにキ

ノフメリンについては農薬原体部会、農薬使用者安全評価部会及び農薬蜜蜂影響評価部会

の三つの部会、それから、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質については農薬原体部会

でそれぞれ御審議いただき、審議結果を後日の分科会に御報告いただくことになりますの

で、各部会の関係の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、次に議題３の農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に係る農業資材審議会農

薬分科会の意見についてに入ります。 

 メトブロムロンを有効成分として含む農薬の登録について、令和３年12月17日付けで農

林水産大臣より当分科会に対し意見聴取の諮問がされています。 

 まず、審議に入ります前に利益相反の状況について御報告をお願いいたします。 

○楠川室長 第18回分科会で決定いただきました利益相反の防止に係る規定に基づいて、

事前に皆様に利益相反の状況について確認させていただきました。 

 その結果、本田委員、秋森専門参考人より利益相反の申出があり、事務局としても利益

相反の基準に該当することを確認しましたことを御報告いたします。 

○夏目分科会長 御報告ありがとうございます。 

 それでは、本田委員、秋森専門参考人につきましては、この議題に係る審議が行われて

いる間は審議に参加しないよう求めることとしたいと思います。 

 それでは、メトブロムロンを有効成分として含む農薬の登録について御審議いただきま

す。事務局より御説明をお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 事務局より説明をいたします。 

 まず、資料５となります。 

 対象とする剤はメトブロムロンという剤でございます。こちらの資料５につきましては、

本日の審議で御了承が得られた場合には答申を頂くのですが、それの別添資料となるもの

でございます。そのほか、資料５－１、５－２、５－３に各部会で行った評価結果、資料

５－４に審査を行った薬効薬害試験の結果概要をまとめた資料を添付しております。 

 では、資料５の１ページでございますが、本剤は令和３年１月に申請を受けまして、同

じく令和３年12月に審議会への諮問、報告を行っております。農薬原体部会におきまして

は令和４年９月と令和５年３月の２回審議を頂きまして、御了承いただいております。使

用者安全評価部会に関しましては、令和４年９月に審議をし、その後、パブリックコメン

トを経まして、令和５年１月に了承を得た剤でございます。蜜蜂影響評価部会に関しまし

ては、令和４年２月に審議をし、パブリックコメントを経て、令和４年８月に了承を得て

いる状況でございます。 

 ２ページ、剤の基本情報でございますが、化学名、CAS番号、分子式、構造式、分子量

につきましてはこちらに記載のとおりでございます。新規申請の剤でございまして、除草

剤でございます。主な適用作物としては、小麦、小豆、ばれいしょ等に用いられる別紙１
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に示した剤が申請をされております。 

 次以降は各部会からの報告になるので、よろしくお願いいたします。 

○夏目分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、まず農薬原体部会における議論の結果を梅田委員から御報告いただきます。

お願いします。 

○梅田委員 農薬原体部会の審議に参加しております梅田でございます。部会を代表いた

しまして、メトブロムロンの農薬原体の組成に関わる評価につきまして審議の結果の報告

をさせていただきます。 

 まず、結論から報告させていただきます。 

 資料５の３ページ、①を御覧ください。農薬の製造に用いられる農薬原体の規格は、有

効成分であるメトブロムロン及び考慮すべき毒性を有する不純物として1,2-ジクロロエタ

ンに対し設定することとし、組成分析の結果に基づきましてメトブロムロンは970 g/kg以

上、1,2-ジクロロエタンは0.2 g/kg以下とすることが妥当であると判断いたしました。 

 また、②にお示ししておりますように農薬原体中のメトブロムロンの分析法は、メトブ

ロムロンの農薬原体をアセトニトリルに溶解後、アセトニトリル/水で希釈し、Ｃ18カラ

ムを用いて高速液体クロマトグラフ（HPLC）によりアセトニトリル/水（0.1％トリフルオ

ロ酢酸含有）及びアセトニトリル（0.1％トリフルオロ酢酸含有）の濃度勾配で分離し、

紫外吸収（UV）検出器、検出波長は254 nmによりメトブロムロンを検出及び定量する。定

量には絶対検量線法を用いるとすることが妥当であると判断いたしました。 

 農薬原体中の1,2-ジクロロエタンの分析法については、メトブロムロンの農薬原体をア

セトニトリルに溶解し、ガスクロマトグラフ質量分析器（GC-MS）により1,2-ジクロロエ

タンを検出及び定量する。定量には絶対検量線法を用いるとすることが妥当であると判断

いたしました。 

 次に、農薬原体の規格及び分析法の提案に対し検討した結果を報告いたします。内容は

同じページの③から⑤の方に記載してあります。 

 規格の設定根拠とした組成分析に用いられた分析法は、さきの有効成分メトブロムロン

及び不純物の1,2-ジクロロエタンの分析法のほか、１g/kg以上含有されている不純物の分

析法について、選択性、検量線の直線性、精確さ及び併行精度が確認されており、科学的

に妥当であると判断いたしました。 

 農薬の製造に用いられる農薬原体の組成分析は、定量された分析対象の含有濃度の合計
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が987から999 g/kgであり、妥当と判断いたしました。 

 農薬原体中に含有されている不純物のうち1,2-ジクロロエタンの毒性について、1,2-ジ

クロロエタンは「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）」に基づく分

類において、「発がん性1B（ヒトに対しておそらく発がん性がある）」とされております。

1,2-ジクロロエタンの遺伝毒性について得られている情報を検討した結果、多くのin 

vitro試験及びin vivo試験において陽性が認められており、in vivo試験では陰性と陽性

の結果が混在しているものの、生体において問題となる遺伝毒性はないと判断するには至

りませんでした。 

 このため、1,2-ジクロロエタンは閾値のない遺伝毒性発がん物質として扱うことが妥当

であると判断し、考慮すべき毒性を有する不純物とすることが妥当であると判断いたしま

した。 

 1,2-ジクロロエタンの最大許容濃度はGHSにおける変異原性物質及び発がん性物質の最

大許容濃度１g/kg未満とすることとし、農薬の製造に用いられる農薬原体の組成分析に基

づく1,2-ジクロロエタンの含有濃度の上限値が0.2 g/kgであることから、農薬の製造に用

いられる農薬原体中の1,2-ジクロロエタンの含有濃度の上限値は0.2 g/kg以下と設定する

ことが妥当であると判断いたしました。 

 農薬原体中に含有されているその他の不純物の毒性については、毒性試験に用いられた

農薬原体中の含有濃度、不純物の毒性試験成績等を用いて検討した結果、考慮すべき毒性

を有する不純物は認められないと判断いたしました。 

 農薬の製造に用いられるメトブロムロンの農薬原体と毒性試験に用いられた農薬原体に

ついては、その組成及び毒性を比較検討した結果、同等であると判断いたしました。これ

らの結果を踏まえ、さきの規格及び分析法を提案させていただきました。 

 以上です。 

○夏目分科会長 梅田委員、ありがとうございました。 

 次に、農薬使用者安全評価部会での議論の結果を櫻井委員から御報告いただきます。よ

ろしくお願いします。 

○櫻井委員 農薬使用者安全評価部会の部会長の櫻井です。部会を代表いたしまして、メ

トブロムロンの審議結果の報告をさせていただきます。 

 次のページ、５ページを見ながらお聞きいただければと思います。 

 先ほどの経緯に御説明があったとおり、メトブロムロンは第５回及び第７回の当部会、
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農薬使用者安全評価部会において審議いたしました。５ページの方でまず①農薬使用者暴

露許容量（AOEL）の設定、それから、②急性農薬使用者暴露許容量（AAOEL）の設定につ

いて御報告いたします。 

 AOELの設定については、その根拠となり得る各毒性試験で得られた無毒性量のうちの最

小量、これはイヌを用いた１年間反復経口毒性試験のハインツ小体増加の無毒性量0.46 

㎎/kg体重/dayでありました。また、この無毒性量に近い投与量の経口吸収率が82.1から

82.6％と80％を超えることから、経口吸収率による補正は必要ないと判断して、これを安

全係数100で除した0.0046 mg/kg体重/dayを農薬使用者暴露許容量（AOEL）と設定いたし

ました。 

 次に、AAOELの設定についてです。 

 メトブロムロンの単回経口投与により生じる可能性のある毒性影響に対して、無毒性量

のうちの最小量はやはりイヌを用いた１年間反復経口投与毒性試験の雄でのメトヘモグロ

ビン値の増加で、これの無毒性量1.59 mg/kg体重でした。この得られた毒性所見を検討し

た結果、これを根拠としてAOELと同様に吸収率による補正は必要ないと判断し、同じよう

に安全係数100で除して0.015 mg/kg体重をAAOELと設定しました。 

 次に、③暴露量の推定についてです。 

 メトブロムロンを有効成分として含む農薬について、適用病害虫の範囲及び使用方法に

従って使用した場合の暴露量を予測式により推定しました。なお、経皮吸収率は水和剤の

経皮吸収試験の結果を用いて精緻化いたしております。 

 最後に、④リスク評価結果です。この推定した暴露量と先ほどのAOELとAAOELを比べた

ところ、推定暴露量はその両方の値とも下回っていました。 

 以上です。 

○夏目分科会長 ありがとうございました。 

 最後に農薬蜜蜂影響評価部会での議論の結果を與語委員から御報告いただきます。お願

いします。 

○與語委員 農薬蜜蜂影響評価部会の審議に参加しております與語です。部会を代表いた

しまして、メトブロムロンの審議結果の報告をいたします。 

 今の資料５の６ページ目を御覧ください。それから、あわせて資料５－３がメトブロム

ロンの農薬蜜蜂影響評価書になっておりますので、それも参照していただければ幸いです。 

 この実際の評価に関しまして、お配りいただいた参考資料５－１の例の6278号、それの
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ところに別紙とあって、先ほど説明にありましたけれども、そこにガイダンスがありまし

て、それにある農薬の蜜蜂影響評価のガイダンスを基に評価しております。 

 本剤は光合成阻害型の除草剤ですが、メトブロムロンにつきましては令和４年２月25日

開催の第３回農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会において、本剤がミツバチ

の群の維持に支障を及ぼすおそれについて審議いたしました。 

 資料５の６ページ目の表にお示ししましたとおり、まず①の毒性指標値の設定になるの

ですけれども、それにつきましては提出された３種類の室内毒性試験の結果であります半

数致死量です。この表にありますけれども、成虫の単回接触毒性と単回経口毒性とあって、

それから、幼虫に関しては経口毒性がありますが、この半数致死量によってミツバチの影

響評価に用いる毒性指標値というのをここにあるように、それぞれ100 μg/beeと86 μ

g/bee、それから、4.6 μg/bee/dayということで定めました。 

 次に、②になりますが、②の毒性の強さから付される注意事項ということで、これにつ

きましては成虫の単回接触毒性と成虫の単回経口毒性、これはともにLD50が11 μg/bee以

上であったということから、注意事項は要さないという判断をいたしました。 

 最後にリスクの評価の結果になるのですけれども、資料５の11ページ目にこのメトブロ

ムロンを有効成分として含む農薬でプロマンフロアブルとあるのですが、それのリスク評

価が必要な適用について、予測式を用いて推測した暴露量です。この薬剤の場合は土壌処

理シナリオで推測するのですけれども、それの暴露量を毒性指標値で除して、その数値と、

蜂個体、すなわちミツバチの成虫及び幼虫への影響が懸念される水準であります0.4と比

較しました。このことによって評価が必要な適用方法は本農薬の暴露経路であります経口

暴露経路において、蜂個体への影響が懸念される水準を超えないことを確認しました。そ

のため、メトブロムロンは指示された適用方法に基づいて使用される限りにおいては、ミ

ツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないと判断しました。 

 メトブロムロンの農薬蜜蜂影響評価部会での審議結果の概要は以上となります。 

○夏目分科会長 與語委員、ありがとうございました。 

 それでは、次に事務局より次のページです。７ページ目の「５．農薬取締法第４条第１

項各号に対する判断」の説明をお願いいたします。 

○西岡農薬審査官 それでは、本剤に関しまして農薬の登録の拒否に係る基準との関係に

ついて御説明申し上げます。 

 まず１点目、記載事項に拒否の事実があるかどうかですが、それに該当することは認め
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られなかったと判断しております。 

 ２点目、基準適合試験、具体的にはGLP試験ですが、それが必要なものについて行われ

ていたかということですが、これについても該当する事例はないと判断しております。 

 次の薬効がないということに関しましては、資料５－４に薬効薬害試験の結果概要を示

していますが、薬効がないというようなことはないと判断しております。 

 次の薬害に関しましても、同じく資料５－４の結果から、ばれいしょにおいて初期に黄

変等の薬害が一部見られますけれども、その後回復等が認められる状況でありましたので、

実用上問題ないと判断しており、本号に該当することはないと判断しております。 

 次の使用時における人畜への影響に関しては、先ほど各部会長の方から報告のありまし

た使用者安全と蜜蜂影響評価部会の評価の結果のとおり、本号に該当する事例はないと判

断しております。 

 次は食品を経由した暴露に関する規定でございますが、食品安全委員会の評価、薬事食

品衛生審議会の審議の結果から、本剤の使用に伴う残留濃度に基づいて基準が設定されま

すが、それを踏まえて暴露評価を実施した結果、食品安全委員会が定めましたADI、ARfD

は超えないということを確認しておりますので、本号に該当するとは認められないと判断

しております。 

 ADI、ARfDにつきましては、８ページの上に示しているような数字が令和４年８月に設

定されております。残留基準につきましては、表中にあるように小麦、大豆、小豆類、ば

れいしょについて基準値が設定される予定となっております。 

 次の規定に関しましては、土壌残留性に関する規定でございますが、本剤の土壌残留性

に関しましては、半減期が23日から42日程度とそれほど長くないということで問題ない、

本号には該当しないと判断しております。 

 次は生活環境動植物に係る規定でございますが、環境省中央環境審議会の方で水域、陸

域、ともに審議は終了しております。 

 次のページに示すような水域の基準、陸域は鳥類と野生ハナバチの基準が設定されてお

りまして、基準設定の際には本剤使用に伴う公共用水域の予測濃度、鳥類ですとかハナバ

チ類の暴推定暴露量と比較しまして、これらを越えないということが確認されております

ので、本号には該当しないと判断しております。 

 次に10ページ、水質汚濁に関する規定でございます。 

 こちらも中央環境審議会で評価済でございまして、基準値が設定されております。これ
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も基準値を検討した際に公共水域の予測濃度と基準値を比較して、当該基準を下回ってい

ることが確認されておりますので、本号には該当しないと判断しております。 

 農薬の名称等につきましても、特に誤解を与えるような名称ではないと判断しており、

本号にも該当しないとしております。 

 次は、それ以外に何か規定を省令で定めている場合でございますが、申請時点では省令

に定められておりませんでしたので、本号にも該当しないというふうに判断しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○夏目分科会長 西岡審査官、ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明のございましたメトブロムロンの登録について何か御意見、

御質問等がありましたらお願いいたします。 

 上島委員、お願いします。 

○上島委員 上島でございます。 

 原体部会からの御報告の内容について１点質問をさせてください。この原体はよいので

すが、不純物の1,2-ジクロロエタンについては、これは土壌汚染対策法では第一種特定有

害物質に指定されていて、地下水基準あるいはまた土壌流出量の基準が定められていると

理解しております。水質汚濁防止法でも有害物質として指定をされているわけなのですが、

この含有濃度の上限値を0.2 g/kg以下で設定した場合に、そうした環境汚染という観点か

らの検討はされているのでしょうか。 

 以上です。 

○西岡農薬審査官 事務局から回答いたします。本剤使用に伴って環境への影響というこ

とですので、少し計算等も含めて御説明します。 

 まず、本剤の使用方法ですが、資料５－４の頭に本剤の使用方法が記載されております。

本剤はメトブロムロンを41％含有する製剤でございまして、10アール当たり300から400 

mlを使用いたします。量を換算すると、正確には比重等で換算した方がいいのですが、こ

こでは比重１として計算していきます。使用量400 gでこれに41％を掛けて有効成分量に

換算をいたします。その量を農薬原体中の有効成分の規格970 g/kgで割って、原体量に換

算いたします。その原体量に農薬原体中の1,2-ジクロロエタンの規格の上限値0.2 g/kgを

掛けて、本剤の使用に伴う1,2-ジクロロエタンの10アール当たりの排出量を計算いたしま

すと、0.034 gとなります。 

 環境省で水域の生活環境動植物に関して評価を行うときに予測濃度を推定する手法があ
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るのですが、これは表流水でございますが、1,2-ジクロロエタンの排出量に基づいて算出

した場合の数値でございますが、3.2×10-6 ppbとなります。先ほど御説明のあった水質汚

濁法に関して1,2-ジクロロエタンの人の健康保護に関する環境基準が定められておりまし

て、その数字は0.004 mg/L、４ppbでございます。先ほど算出した本剤使用に伴う1,2-ジ

クロロエタンの予測濃度と比較すると、10の６乗ほどのマージンが確保できているという

ふうに判断しております。 

 地下水に関しましては、我々はちょっとモデルを持っていないので推定値という形では

お示しできないのですけれども、1,2-ジクロロエタンに関しましては、8,300から8,700パ

スカルという蒸気圧を有しておりまして、非常に蒸気圧が高い物質でございます。そのた

め、農薬を使用した際に、その後散布液が蒸発するとともに1,2-ジクロロエタンも蒸発し

てしまいまして、多くの部分は大気中に拡散していくと考えております。そのため、本剤

使用量10アール当たり0.034 gということもあるのと、そういった状況にあるので、本剤

使用に伴う地下水の影響というのはかなり小さいものというふうに予測しております。 

 ちなみに化学物質の評価においては、モデルで大気、土壌、水にどのような分布をする

かというシミュレーションがあるようでして、詳細な計算式は分からないのですけれども、

それによると、大気の方に96％以上が分布をしていて、残りはほとんどが水、ほとんどが

海ということだと思いますけれども、そういった状況で土壌中には0.04％分布というよう

なことが推定されているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○上島委員 分かりました。どうもありがとうございました。 

○夏目分科会長 そのほかに御意見、御質問ありますでしょうか。 

 有江委員、お願いします。 

○有江委員 有江でございます。 

 蜜蜂影響評価部会にお伺いしたいのですけれども、ミツバチの成虫に対する毒性評価値

あるいは幼虫に対する毒性評価値というのは、環境省が行っているハナバチに比べて高い

数値が出て、かなり高いと思うんですけれども、これはやはりミツバチが家畜化されて、

ほかの薬剤に対しても同様な傾向を示すのかどうかということをちょっと教えていただけ

ればと思います。 

○西岡農薬審査官 事務局から御説明申し上げます。 

 毒性指標値、蜜蜂影響評価部会で評価を行っているものについては家畜としているセイ
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ヨウミツバチで、試験種についてもセイヨウミツバチを使っているので、得られている毒

性試験の結果をそのまま指標値として利用しております。一方で環境省で影響を見るもの

は野生のハナバチということで、種間差というものを考慮するということで、試験種は同

じくセイヨウミツバチなのですけれども、10で除した値を毒性指標値として利用している

ので、基準値に開きがある状況でございます。 

○有江委員 特に家畜化したものは高くなるという傾向があるということではないと。 

○西岡農薬審査官 そういうわけではなくて、ミツバチの種の違いで10倍程度毒性のばら

つきがある可能性もあるので、そういった点で10で除した安全係数的な観点で10分の１と

した値を環境省は評価に用いております。 

○有江委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

○與語委員 與語ですけれども、よろしいですか。 

○夏目分科会長 はい。 

○與語委員 使用者安全評価部会のところの質問なのですけれども、５ページ目の②の急

性農薬使用者暴露許容量の評価にイヌの１年間の反復経口を使っているのですけれども、

この急性影響にそれを使った根拠みたいなのがあるとか、または使ったときのデータがた

とえばかなり初期の影響だとか、何かありましたら教えてほしいのですけれども。 

○西岡農薬審査官 事務局から御説明を申し上げます。 

 急性暴露にどういった毒性値を使うかということなのですけれども、反復経口投与の毒

性試験であったとしても、単回の投与で影響が出そうな毒性指標というのは利用するよう

になっています。急性毒性では血液のことまでは確認しないかと思うのですけれども、28

日の試験でも血中の指標に関して影響が出ているので、その影響とするのではないかとい

うことで採用しているのだと思います。 

 食品安全委員会の方も同様の考え方で指標値を採っているかと思います。 

○與語委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

 小西委員、お願いします。 

○小西委員 小西ですけれども、この農薬は今まで登録されている除草剤の農薬の中で比

較しますと、毒性的には強いものなのか中ぐらいなのか弱いものなのか、どの辺でござい

ましょうか。 
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○西岡農薬審査官 我々はリスク評価をしているので、単に毒性の指標がいくつと記載し

ているので、余り考えないところではあるのですけれども、0.01 mg/kg体重/日を切った

ような比較的小さな指標になっているので、比較的毒性の強い、ハザードとしては強い方

の部類なのかなと思います。 

○小西委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 この原体部会のところで不純物のことが出てきますけれども、これは原体部会で評価す

るときにメーカー側からの資料にこれが入っているという形で出てくるものなのですか。

それとも分析をしたときの不純物でチェックされて、原体部会が拾ったものなのでしょう

か。 

○西岡農薬審査官 そういった意味で申しますと、申請者に農薬の製造方法等を求めてお

りまして、その製造方法に基づきまして、最終的には農薬原体に含有すると思われる不純

物に関しては報告を求めています。それらを分析対象とした組成分析、最終的には組成分

析の結果になるのですけれども、その中で定量されているようなものについて安全性に関

して確認をしていくという手法を採っております。 

 部会の方から梅田委員に報告していただきましたけれども、３ページに組成分析の関係

で定量した分析対象の含有濃度の合計というのが987から999と示していますけれども、こ

の数字が通常980を超えるくらいの分析をしていただいているので、大体不純物は明らか

になっているものだと考えております。 

○夏目分科会長 分かりました。ありがとうございます。多分僕が参加した中で初めてこ

ういうのが出てきたかなと。余り例はないのですがね。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○與語委員 もう一つよろしいですか。與語ですけれども。 

○夏目分科会長 與語委員、お願いします。 

○與語委員 ちょっと教えてほしいことがあるのですけれども、原体部会の４ページ目の

ところにGHSに基づく発がん性1Bだとか遺伝毒性のことがありますけれども、こういう発

がん性のいわゆる類型化をするときによく出てくる話でIARC（国際がん研究機関）とかが

あるのですけれども、一方でそれぞれの国で評価もあると思います。このGHSというのは

どんな情報を基に判断するのかについてもうちょっと具体的に何か御説明いただけるでし

ょうか。IARCはどちらかというと文献だけで判断するようなこともあるみたいですけれど
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も、どういうデータを基にこういう判断をされているかというのは何かあるのでしょうか。 

○西岡農薬審査官 こちらは化審法や労働安全衛生法等で検証されているものになるので

すけれども、化審法に基づいてやっていきますと、まず最初は既存の化学物質につきまし

ては、まずは得られている知見、公表文献又は公表文献の中には海外のあらゆる機関にお

ける評価結果も含まれるのですけれども、先ほどお話のあったIARCですとかそこの評価結

果なども全て盛り込んで検討がなされております。 

○與語委員 ありがとうございます。 

○西岡農薬審査官 そこで十分な情報が得られずに遺伝毒性等に何か問題があるようなも

のは、研究費で試験施設に試験をしていただいて、その結果を踏まえて評価を行っている

ような事例もございます。 

○與語委員 ありがとうございます。 

○平沢委員 すみません。今ので教えてほしいのんですけれども、そうすると、このGHS

というのはIARCよりももっと厳密なものと考えればよいのですか。 

○西岡農薬審査官 厳密というか、あくまでGHSというのは国際的な同じ考え方に基づく

分類法でございまして、分類自体は各国で行っています。我々はよく国内における分類結

果を参照しますけれども、各国それぞれ行っています。 

○平沢委員 では、この発がん性1Bというのも国によってはそうではなかったりというこ

とがあるということですか。 

○西岡農薬審査官 そうです。見解は異なる場合がございます。 

○平沢委員 だけれども、これに関しては、GHSはこういう発がん性1Bという結果だとい

うことですよね。 

○西岡農薬審査官 そういった意味では、GHSはあくまで分類法でしかないので、この分

類法に基づいて日本国内で分類した結果が発がん性1Bであるというのが正しい情報かと思

います。 

○平沢委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにありませんか。大丈夫でしょうか。 

○美谷島委員 すみません、美谷島です。 

○夏目分科会長 美谷島委員、お願いします。 

○美谷島委員 私もちょっと原体部会の方で確認したいのですが、よろしいでしょうか。 

○夏目分科会長 はい。 
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○美谷島委員 やはり1,2-ジクロロエタンが不純物に入っているということで、これは製

造工程の中での中間体というか合成中間体みたいな形で不純物として入ってきてしまうの

かなと推察されるのですけれども、この基準として0.2 g/kg以下というのは、定められた

製造工程というか合成工程の中において、そのとおりにやればもうこれ以上出ないという

ふうに考えていいのか、今後それぞれのやはりロットチェックみたいなことをしていかな

いと不純物の基準というのが守れていかないのかどうかということをちょっと教えていた

だきたいです。というのは、使用者というのは環境中に希釈して散布するというのはよく

分かるのですけれども、使用者自身は原液を取扱いますので、その辺はどうやって安全が

担保されていくのかということをちょっと知りたいと思いました。 

 以上です。 

○西岡農薬審査官 こちらに設けている上限値に関しましては、４ページに書いていると

おり申請者が提出しております農薬の製造に用いられる農薬原体の組成分析の結果に基づ

いて、それを統計的に解析して製造上担保できる規格として0.2が提案されておりますの

で、通常の製造をすればこの0.2に収まると判断して規格を定めております。 

○美谷島委員 そこで工程どおりであれば大丈夫ということでよろしいわけですね。 

○西岡農薬審査官 はい。もしこの規格からこぼれるようなものができたら出荷できない

ということになります。 

○美谷島委員 理解しました。ありがとうございます。 

○夏目分科会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から本分科会の答申の案を配付していただけますでしょうか。それか

ら、ウェブで御参加の皆様には答申の案を画面にお示しいたします。 

 今配付しておりますので、少しお待ちください。 

 それでは、この答申案を読み上げます。 

 農薬の登録について（答申）。 

 令和３年12月17日付け３消安第4526号をもって諮問のあった標記の件について、下記の

とおり答申する。 

 別添のとおり、メトブロムロンを有効成分として含む農薬については、農薬取締法第４

条第１項各号に該当すると認められないことから、登録して差し支えない。 

 以上ということになります。 

 先ほど御審議いただきました資料５が答申の別添となります。このとおりでよろしいで
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しょうか。 

 ありがとうございます。 

 なお、答申文について一部表現上の修正が必要となった場合、分科会長一任でよろしい

でしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、メトブロムロンの登録について答申案を当分科会の意見として決定したいと

思います。ありがとうございました。 

 次に、議題４の公表文献の収集、選択等のためのガイドラインについてに入ります。事

務局より御説明をお願いいたします。 

○山原課長補佐 事務局の農薬対策室の山原でございます。資料６をお手元に御用意くだ

さい。 

 「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」の見直しについてでございます。 

まず、御検討いただきます背景でございます。農薬の再評価におきましては、農薬製造

者等に対し、「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」、こちらは、令和３年９

月に農業資材審議会農薬分科会で御決定いただいたものでございますが、こちらのガイド

ラインの方法に従った収集等を要求しております。 

農薬製造者等から公表文献に関する報告書及び公表文献の写しの提出がありましたら、

農林水産省は、これらの公表文献がガイドラインに従って収集、選択等されたものである

かを確認した上で、農業資材審議会への諮問、食品安全委員会への評価要請及び環境省へ

の送付を行います。また、公表文献報告書につきましては、農林水産省のホームページに

公開するという仕組みで運用しているところでございます。 

これまで、農林水産省の確認を経た17成分につきまして、農業資材審議会等に対し再評

価を諮問したところでございまして、確認の経験が蓄積されましたことから、公表文献報

告書の確認の過程で農薬製造者等から照会があった点等につきまして、ガイドラインにお

いても事項を明確化する等の所要の見直しを行いたい、と御提案するものでございます。 

資料の２番でございます。「（１）使用する電子ジャーナルプラットフォーム、検索方

法の明確化」という観点でございます。アでございます。現行のガイドラインにおきまし

て、データベースを用いて検索することを求めつつ、その際、複数のデータベースを横断

的に検索可能な電子ジャーナルプラットフォームとして、Web of Scienceの使用を可とし

ているところでございます。 
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今般、Web of Scienceと同等のデータベースをカバーし、欧州の農薬登録でも使用実績

がございますSTN Internationalも例示として追加するとともに、欧米で登録がない農薬

につきましては、これらのデータベース等の検索に加え、J-STAGEの使用を必須とするこ

ととしたい、と考えております。 

次に、イでございます。Web of Scienceの検索方法について、分類フィールドによる絞

り込みを指定しているところですが、検索キーワードによる絞り込みも可であることを明

確化したいと考えております。 

ここでいう分類フィールドでございますけれども、Web of Scienceにおいて定義されて

いる分類のことでございまして、様々な研究分野から構成されております。各ジャーナル

は、そのメインテーマに応じまして、一つ以上の分類フィールドが割り当てられている状

況でございます。 

続きまして、ウでございます。Web of Scienceの分類フィールドについて、評価の目的

に適合する文献が属すると考えられる代表的な分類フィールド、例でございますけれども、

「ヒトに対する毒性」であれば、「Toxicology（毒性学）」と「Public Environmental & 

Occupational Health（公衆衛生学、環境衛生学、労働衛生学）」を指定しているところ

でございますが、検索キーワードによる絞り込みであれば収集できる文献の一部に、現行

の分類フィールドによる絞り込みで収集できないものがございました。 

このため、このような文献が掲載されていたジャーナルの分類フィールドや、現行の代

表的な分類フィールドに関係する可能性がある分類フィールド、例で申し上げますと、

「ヒトに対する毒性」でありましたら、「Toxicology（毒性学）」に関係する可能性があ

るものとして「Oncology（腫瘍学）」、また、「Reproductive Biology（生殖生物学）」

などを追加することとしたい、と考えているところでございます。 

続きまして、（２）の御説明でございます。海外評価書の関係でございます。 

ア、現行のガイドラインにおきまして、EFSA、USEPA、JMPR等の評価書で引用されてい

る文献を要求しているところでございますが、当該評価書について特段の説明がないとこ

ろでございました。 

このため、今般、各機関で公開されている評価書の具体名を明記いたしますとともに、

同一の有効成分において同じ機関が複数の評価書又は評価書案を公表している場合には、

これらのうち、直近に公表されたものを必須とすることとしたい、と考えているところで

ございます。 
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続きまして、イでございます。再評価においては、少なくとも直近15か年の公表文献を

収集の対象としているところでございますが、海外評価書には、15年以上前に出版された

公表文献も引用されているところでございます。 

 このため、直近の海外評価書に引用されている文献については、出版年によらず、提出

の対象とすることとしたい、と考えているところでございます。 

続きまして、ウでございます。海外評価書に引用された文献につきましては、適合性分

類等を経ずに提出を求めているところでございますが、たとえば、EUの評価書案で引用さ

れている文献の中には、EFSAの評価に用いられるとは限らない文献も含まれております。 

 このため、こうした文献については、ガイドラインの方法に従い、適合性分類等を経た

ものを提出しても差し支えないこととしたい、と考えているところでございます。 

続きまして、具体的な改正内容についての御説明をしたいと思います。別添に見え消し

の形で、改正の内容のほうを付けさせていただいております。 

 こちら、ガイドライン本体の２ページの図１ですが、今般、STN Internationalを例示

として追加いたしましたことから、その内容を盛り込みたいと思っております。 

続きまして、ガイドライン本体の３ページに所要の修正を施しておりますが、これは、

先程申し上げた（１）アの修正をしたものでございます。 

続きまして、６ページの修正でございます。こちらには、STN Internationalの情報を、

事実関係でございますけれども、追加をしているところでございます。 

続きまして、７ページから８ページにかけての修正でございます。こちらは、先程申し

上げました（１）イの修正を施しております。 

そして、８ページから９ページにかけて、表４の修正は、見え消しで、分類フィールド

の追加のところを御紹介しておりますけれども、こちらも、先程の（１）ウに該当すると

ころでございます。なお、資料では追加分を明らかにするために、こういった順番で御紹

介しておりますけれども、見直し後は、アルファベット順に並べていきたいと思っている

ところでございます。 

 続きまして、10ページの修正でございます。CiNiiArticles等の日本語の文献が含まれ

るデータベースやJ-STAGEを用いる場合には、英語及び日本語のキーワードで検索するこ

と、としておりますけれども、こちらはガイドラインの記載を明確化した修正でございま

す。 

 次に、11ページでございます。11ページの修正、脚注も含めてになりますけれども、こ
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れは、先に申し上げました（２）、海外評価書の関係の修正を施したものでございます。 

続きまして、12ページのところですね、こちらも２か所ほど、記載整備をしております

けれども、こちらも明確化の趣旨で修正したものでございます。 

 続きまして、16ページから19ページにつきまして、大きい面積の見え消しになっており

ますけれども、これは別添１の修正でございまして、これまでWeb of Scienceの検索結果

の例として載せていたものでございますけれども、今般の見直しにおきまして、STN 

Internationalも例示に追加したことと、現在、別添１として掲載しております農薬のう

ち、既に公表文献報告書として別の内容が公開されておりますものがあることから、今回

の見直しを機に削除したいと考えているところでございます。 

 あと、22ページ以降の別添で、様式例を付けさせていただいておりますけれども、こち

らは、ガイドライン本体に合わせて、修正していきたいと考えているところでございます。 

また、資料が前後して恐縮です。資料６の本体にお戻りいただければと思います。こち

らの資料の３ページでございます。 

 「４ ガイドラインの施行時期」でございます。ガイドラインに従って収集、選択等を

行うために必要な期間を考慮し、決定することとしたいと考えております。このガイドラ

インを策定したときの手続と同じく、今般の見直しにおきましても、今後、パブリックコ

メントなどの手続を行うことを予定しておりますけれども、その際、具体的な期間をお示

しして、意見募集をする予定としております。 

「５ その他」でございます。見直し前の方法で文献を収集し、農業資材審議会等に諮

問した成分につきましても、新しい方法に従うことによって新たに選択等される文献があ

れば、ガイドライン見直し決定後、速やかに農業資材審議会等に追加資料として提出する

こととしたい、と考えております。 

 また、今後も、公表文献報告書の確認の経験等を踏まえまして、必要に応じ、ガイドラ

インを見直すこととしたい、と考えているところでございます。 

 本件につきまして、事務局の説明は以上でございます。 

○夏目分科会長 ありがとうございました。 

 では、ただいま御説明のありましたガイドラインの見直しについて、何か御質問、御意

見等がありましたらお願いいたします。 

○本田委員 よろしいでしょうか。 

○夏目分科会長 では、本田委員、お願いします。 
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○本田委員 まず確認したいのですけれども、農薬メーカーとしましては、公表文献の収

集、選択をガイドラインに沿ってちゃんとやっておりまして、意図的に文献を隠すような

ことはやっていないというふうに理解をしております。今、山原補佐からも御説明があり

ましたけれども、「１ 背景」の２番目の「○」のところに、農林水産省も確認をされて

いるということで、御説明いただきました。そのうえで、ちょっとお尋ねなのですけれど

も、今回、我々としては検証というふうに理解しておりますけれども、どのような具体的

な課題が確認されて、今回、ガイドラインの見直しが必要となったのか、具体的に御説明

を頂きたいということと、また、今回のガイドラインの改正によりまして、検証で確認さ

れた課題はほぼ解決するものか、ということについての見解を伺いたいと思います。 

○山原課長補佐 ありがとうございます。事務局の山原でございます。 

本田委員からお尋ねがあった件でございますけれども、まず、具体的な事例として、御

紹介したいと思います。資料にもございますが、検索キーワードによる絞り込みであれば

収集できる文献であって、現行の分類フィールドによる絞り込みで収集できないものがあ

りましたと御紹介しましたけれども、たとえば、「Veterinary Sciences（獣医科学）」

と呼ばれるものであるとか、あと、「Pharmacology & Pharmacy（薬理学、薬学）」とい

ったものに分類される学術ジャーナルに投稿されている文献があるということを把握して

おります。 

お示ししております改正案では、こうした分類フィールドはもちろん付け加えておりま

すし、あと、資料６の２ページのウでございますけれども、こういったものに加えて、現

行の代表的な分類フィールドに関係する可能性があるものも付け加えておりますから、よ

り幅広に今後も、文献を収集することができる枠組になっているのではなないかと考えて

いるところでございます。御説明は以上でございます。 

○夏目分科会長 よろしいでしょうか。 

○本田委員 はい。ありがとうございます。 

○夏目分科会長 上島委員、お願いします。 

○上島委員 一点、質問と、一点、意見を申し上げたいと思います。 

 私は、医学の人間ですので、Web of Scienceはいいのですが、STN Internationalは全

く使用したことがなく、どういうデータベースか知らないものですから、是非、教えてい

ただきたいと思います。 

 今回のガイドラインの案を拝見しますと、文献を検索する手順としては、Web of 
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Scienceのほうはかなり具体的なことが書き込まれているわけですけれども、STN 

Internationalを使った場合は、これはorということで、STNだけでもいいのですよね、そ

の場合に、そこの手順のところが、これと同じような記述がないのですけれども、結果的

に網羅性という点で、同等の検索結果が得られるのでしょうか。特に私自身が、少し伺い

たいと思いますのは、こういう化学系のデータベースの中に、生体影響に関するような文

献がどの程度網羅的にカバーされているのかが気になっておりますので、これが一点目の

質問です。 

○山原課長補佐 事務局でございます。 

 まず、STN Internationalでございますけれども、こちらは複数のデータベースから構

成されるプラットフォームでございまして、基本的には、キーワード検索によって文献を

拾い上げるという中身になっております。 

今回、公表文献の報告書を、こういったSTN Internationalを使う場合もそうですし、

Web of Scienceを使う場合もそうなのですけれども、そこのバックにあるデータベースの

情報、そういったものも御報告いただくこととしております。事務局のほうでは、そうい

ったデータベースの構成を見て、先程先生からお投げかけのございました分野も含めて、

十分なデータベースをカバーしているかということも確認したうえで、リスク評価機関に

お送りしているということでございます。 

今後も、こういったプラットフォームを使う場合には、そういった情報も明らかにして

いただくよう、農薬メーカーにお願いをしつつ、また、そういった情報も公開することに

よって、透明性のある形で、収集を進めていきたいと考えているところでございます。 

○上島委員 はい、分かりました。それでは、一点、意見のほうを申し上げたいと思いま

す。 

 表４のところに、Web of Scienceを用いた検索における分類フィールドが出ています。

そこで、「ヒトに対する毒性」のところに、是非ですね、「Environmental Sciences」を

加えていただきたいと思います。 

というのは、環境科学に関するジャーナルで、たとえば、「Environmental Research」

ですとか、「Environment International」のような、疫学調査の結果などがかなり掲載

されるようなジャーナルは、実際、Web of Scienceで確認したのですけれども、

「Environmental Sciences」でしか検索されないように見受けられたものですから、これ

を、「ヒトに対する毒性」のところでも入れていただいたほうが、より網羅的という意味
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で、カバーされるのではないかと思います。以上です。 

○山原課長補佐 事務局でございます。上島先生、ありがとうございます。追加する方向

で、修正のほう、作業を進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○夏目分科会長 そのほかに何か、御意見、御質問ございませんでしょうか。 

○與語委員 よろしいですか。 

○夏目分科会長 與語委員、お願いします。 

○與語委員 與語ですけれども、今の表４のところ、細かいところですけれども、見てい

くと、そもそもあったものは小文字から始まっているのですが、他は全部大文字になって

いて、なおかつ、Scienceが「Science」になったり「Sciences」になったりとか、意図的

にやっているのか分からないですけど、調べるときに、それがもしも両方掛けないと漏れ

るということがあるのだったらよくないので、そういうところを御検討いただきたいとい

うことと、もう一つは、これだけしっかりと調べる内容が増えていくのはいいのですけれ

ど、どのくらい負担が増えるのか若干気になっていて、農薬メーカーの方が調べられると

しても、そういうところが心配ではあるのですが、当然、抜けるのはよくないので、きっ

ちりとカバーすべきだとは思うのですが、その辺りの負担はどのくらいというのは、分か

るものなのでしょうか。 

○山原課長補佐 ありがとうございます。事務局でございます。 

 まず、大文字小文字の件や、表記のところ、そこはしっかり揃えて、紛れがないように

修正し、進めていきたいと思います。 

 また、具体的にどれだけ増えるのかというお投げかけなのですけれども、一般化してお

答えすることは難しいのですけれども、事務局で試行した範囲の中においては、やはり分

類フィールドを増やすことによって、検索数というのはそれ相応に増えるというところは

分かっております。 

ですから、今回、こうやって分類フィールドも増やすことにより、ある意味そういった

収集する範囲というのは相応に拡大するのですけれども、先程、先生仰っていただいたと

おり、評価に必要な文献を、最初の段階から、まさに幅広に収集するという観点で、今回、

追加ということで御提案しているところでございます。 

○與語委員 ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

○本田委員 もう一つよろしいですか。本田です。 
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○夏目分科会長 本田委員、お願いします。 

○本田委員 資料の「５ その他」のところに書かれている、見直し前の方法で文献を収

集したもの、つまり、すでに再評価が進んでいるものについても、追加資料の提出が必要

ということになるわけですけれども、新たな分類フィールドによる検索、資料作成と、時

間がかかるということになりまして、再評価の審査が遅れるのではないかという懸念をい

たします。 

その場合、たとえば、適用作物の追加が求められているなど、農家にとって必要な農薬

が提供されないという問題が懸念されるわけですけれども、再評価の審査が遅れないよう

にということで、どのような対応を考えておられるのかをお聞かせください。 

○山原課長補佐 事務局の山原でございます。 

 資料に記載しておりますとおり、農業資材審議会等にすでに諮問している農薬につきま

しても、見直し決定後の新しいガイドラインの内容に従いまして、追加で収集等を行うこ

ととしているところでございます。 

その際、これまでと同様の仕組みを維持しつつも、やはり、リスク評価の進捗への影響

を最小限に抑える観点から、収集等に関する適切な体制を検討しているところでございま

す。なお、特に収集等の時間が限られるものにつきましては、農林水産省が収集等するこ

とも選択肢の一つとして検討しているところでございます。 

○夏目分科会長 よろしいでしょうか。 

○本田委員 はい。ありがとうございます。 

○夏目分科会長 ほかにいかがでしょう。 

 小浦委員、お願いします。 

○小浦委員 消費者の立場からの発言として、やはり、農薬の安全性を高めるために、再

評価をやっていると思っていますので、メーカーの方からすれば、かなり手数ですとか時

間とか、かなり負担も増えて大変だろうなとは思うのですけれども、やはり、消費者、あ

と、使用する方たちの、全体的に安全性を高めるという観点から、是非、この見直しを進

めていっていただきたいと思っております。 

○夏目分科会長 小浦委員、ありがとうございました。 

○五箇委員 すみません、国立環境研究所の五箇ですけれども、よろしいでしょうか。 

○夏目分科会長 はい、お願いします。 

○五箇委員 網羅的に文献というのをこれからどんどん拾っていかなければならないとい



 - 34 -

うのは一つあるのですけれども、今、研究業界で特に問題となっているのが、研究論文そ

のものの科学的な妥当性、信憑性というものが、結構これだけいわゆるオンラインジャー

ナルというものも増えてくる中で議論されているというのは研究者の中でも御存じのとお

りで、有名ないわゆるpredatory journal（ハゲタカジャーナル）というやつですね、そ

ういったものも非常に増えてきているということもあって、実際、我々も外来種の研究を

していても、そういったジャーナルというか論文が結構出てきて、非常に問題になってい

るということもあって、おそらくこういった基準値設定という部分においても、その数値、

データといったものが本当に妥当かどうかというのは相当慎重に諮っていく必要があると。 

善かれ悪しかれ、ワールドワイドで色々な形でジャーナルというものが出てきていると

いう中では、その科学的な信憑性というものをどう精査していくかはかなり慎重にやって

いく必要があるというふうに思いますので、その辺の議論というのはどちらかというと行

政というより研究者のほうでしっかりとカバーしていかないといけないことだと思います

けれども、今、そういった世の中になっているということも、念頭に置いていただきたい

というふうに思います。以上です。 

○夏目分科会長 五箇委員、ありがとうございました。 

 ほかは、よろしいでしょうか。 

○山本委員 よろしいですか。 

○夏目分科会長 山本委員、お願いします。 

○山本委員 ガイドラインの見直し自体は、特によろしいかなというふうに思うのですけ

れども、資材審議会のほうに諮問した成分についてももう一度というのは、手続上は問題

ないのでしょうか。それが気になるのですけれども。 

○山原課長補佐 事務局でございます。 

 一部の成分について、部会において審議が進んでいる状況であるということは承知をし

ております。 

そういった成分に対して、今回の見直しによって、いわゆる評価の目的に適合するよう

な文献が追加されるかどうか、そういったところが分かり次第、速やかに部会の先生方に

は追加の資料ということで、御提供したいと思っております。まだ今の段階では、そうい

ったものが追加されるかどうかはまだ分からないというところが、今日時点の御回答にな

ります。 

○夏目分科会長 よろしいですか、山本委員。 
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○山本委員 農薬メーカーさんが既存のガイドラインに従って提出したものに追加してデ

ータを要求するというのは、問題ないということでよろしいのでしょうか。 

○山原課長補佐 そうですね、問題ないです。 

○山本委員 分かりました。 

○夏目分科会長 栗原委員、お願いします。 

○栗原委員 流通の立場から、少しお話ししたいのですけれども。 

 登録、再評価という世界で、ずれると１年に一作しかないような作物は、順次、ずれて

いくのですね。農業が今、どういう実態にあるのかということを考えると、非常に高齢化

して、なおかつ、耕作放棄地が増えるという、そういう経済的な論理からいくと、そこを

さらに置いておく、維持していくためには、なるべくこういった薬剤についても、早めに

出していただきたい。 

先程、五箇先生が仰った、こういったプラットフォームというのが、これだけで済まな

い可能性もあるわけですね、これから。もっと出てくる可能性も、グローバルにはある。 

という中で、先程、五箇先生は研究者としての内容の精査というのでしょうか、そうい

うことを仰っていましたけれども、これは行政だけでは大変に難しい議論になるのではな

いかなと。安全性を担保しながら網羅性を広く求めていくということと、この煩雑で、ま

た、データの信頼度、そういったところの合理性というか、その辺をどういうふうにして

いくかということを、是非、今後、一つの課題としてもやっていただけたら、もっとこの

辺の内容の進み方も違ってくるのかなというふうに思ったりしました。 

よろしくお願いします。意見です。 

○夏目分科会長 ありがとうございます。 

 ほかにどなたかございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、本日の資料６に関する議論は、以上としたいと思います。 

ありがとうございました。 

事務局のほうから何かありますか。 

○山原課長補佐 本日頂いた御意見に基づきまして、見直しに向けて、所要の手続を進め

てまいります。ありがとうございます。 

○夏目分科会長 次は５番でその他ですけれども、何か先生方から、委員の方からありま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

 あとは、今回初めてハイブリッドで会議をしましたけれども、オンラインで参加された
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先生方、何か調子が悪かったとかこういうところを改善してほしいとかといった御意見が

ありましたらお願いします。 

 特に問題はなかったでしょうか。 

 特にないようでしたので、また今後もこういう形でいくのかなと思います。 

 以上で本日予定しておりました議事は全て済みました。進行役を事務局にお返ししたい

と思います。 

○楠川室長 本日は熱心に御議論いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨及び議事録につきましては、事務局で案を作成いたしまして、委員の皆

様に御確認いただきました後、公開となります。 

 以上をもちまして本日の農業資材審議会農薬分科会を閉会いたします。どうもありがと

うございました。 

午後３時２５分 閉会 


